
 

 

 

 

 

 

 

 

大学改革この１年 
－広島大学の改革の歩み（平成２５年６月～平成２６年５月の取組）－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

建学の精神（昭和 25 年 11 月） 

○ 自由で平和な一つの大学 

理念５原則（平成 7 年 10 月） 

１．平和を希求する精神 

２．新たなる知の創造 

３．豊かな人間性を培う教育 

４．地域社会・国際社会との共存 

５．絶えざる自己変革 
 

学長室 

平成 26 年６月 作成 



◎ 大学の改革に向けての方向性 
☆ 社会情勢の急速な変化を踏まえ，本学の将来構想について継続的に検討を行う「将来構想検討委員会」 

を設置【平成 25 年 5 月】 
☆ 平成 24 年 10 月に策定した「広島大学の機能強化に向けた行動計画 2012」のうち，重要事項について 

引き続き検討するため，役員を中心メンバーとした「行動計画 2013 策定WG」を設置【平成 25 年 6 月】 
☆ 英語による学士課程教育プログラムの設置について検討するため，「グローバル・ポリシー・スタディー 

ズ設置準備室」を設置【平成 25 年 6 月】 
☆ グローバル人材を養成する新学部を設置する方向で検討するため，「グローバル・ポリシー・スタディー 

ズ設置準備室」を発展的に解消し，新たに「新学部設置準備室」を設置【平成 26 年 2 月】 

☆ 行動計画 2013 策定WG で検討している改革構想について，構成員と情報共有し理解を得るとともに， 
今後の検討に資する目的で学内公開ヒアリングを全学規模で実施【平成 26 年 2 月】 

 
◎ 教育に関する取組 

☆ より安全な海外留学を後押しするため，教職員が取り組むべき危機管理対応及び体制を示す「学生の海 

外派遣に関する危機管理マニュアル」を制定【平成 25 年 6 月】 

☆ 高校生を対象に次世代の科学者養成を目的とした「日本生物学オリンピック 2013 本選（広島大会）」が， 
生物生産学部において開催【平成 25 年 8 月】 

☆ 国際的に活躍できる博士人材を育成するため，文部科学省が実施している「博士課程教育リーディング 

プログラム」に，本学の「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」が採択【平成 25 年 10 月】 
☆ 学修環境整備の一環として，霞地区におけるラーニングコモンズの 24 時間利用を開始【平成 25 年 11 月】 
☆ 学生及び教員の論文作成支援を目的としたライティングセンターを中央図書館に設置【平成 25 年 11 月】 

  ☆ 本学教職員などから読み終わった書籍を寄附してもらい，その売却代金を広島大学基金として学生支援 
の充実に役立てる広島大学古本募金「Book cycle～ヒロガル＊ツナガル～」プロジェクトを導入。中四国・ 
九州地方の国立大学では初の取り組み【平成 25 年 11 月】 

☆ 平成 27 年度学部入試からインターネット出願を導入することを決定。国立大学における学部一般入試へ 
のインターネット出願の導入は初の取り組み【平成 26 年 2 月】 

 
◎ 研究に関する取組 
☆ 独立行政法人科学技術振興機構（JST）による「戦略的創造研究推進事業」の一つ「先端的低炭素化術開 

発（ALCA）」に，先進機能物質研究センターが採択【平成 25 年 7 月】 

☆ 文部科学省の「研究大学強化促進事業」において，本学が研究大学として 22 大学・機関の一つに選定。 

今後 10 年間，研究力強化に年間３億円の予算措置。世界トップ100の大学を目指す【平成 25 年 8 月】 

☆ 文部科学省の平成 25 年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」に，本学の取り

組みが採択【平成 25 年 8 月】 

☆ 文部科学省の平成 25 年度「大学等シーズ・ニーズ創出強化促進事業（イノベーション対話促進プログラ 

ム）」に，本学の取り組み（環境に調和した感性社会の実現）が採択【平成 25 年 8 月】 

☆ 文部科学省の平成 25 年度科学技術人材育成費補助金「女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」に，「女 

性研究活動委員会」新設を初めとする本学の取り組みが採択【平成 25 年 9 月】 

☆ 独立行政法人日本学術振興会の平成25年度「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 
に，本学の取り組みが採択【平成 25 年 10 月】 

☆ 文部科学省の平成 25 年度「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」に，本学とマツダ株 

式会社が共同提案した「精神的価値が成長する感性イノベーション拠点」が全国 12 中核拠点の一つとし 

て採択【平成 25 年 10 月】 

 ☆ 研究力強化に向けた取り組みの一環として，インキュベーション研究拠点を選定【平成 26 年 5 月】 

   
◎ 社会貢献・国際戦略に関する取組 

☆ 文部科学省の平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」に，本学が広島県，広島市，東広島市と連携して 

行う取り組み「平和共存社会を育むイニシアチブ拠点」が採択【平成 25 年 8 月】 

☆ 海外拠点を活用した留学フェアを開催。各研究科が参加する本学独自の留学フェアの開催は今回初の試み 



実施月 実施場所 参加研究科 

9月 ベトナム（ホーチミン市人文社会科学大学等，ハノイ外国貿易大学） 社会科学，理学，国際協力 

11月 中国（首都師範大学（北京）） 総合科学，教育学，社会科学，先端物質科学，
工学，生物圏科学 

11月 インドネシア（バンドン工科大学，パラヤンガン大学） 社会科学，理学，先端物質科学，医歯薬保健学，
工学，国際協力 

12月 台湾（台湾中央大学） 文学，医歯薬保健学，工学 

☆ 本学の提案により，第１回中国地区日中学長会議を首都師範大学（北京）で開催。本学の他，島根大学， 
岡山大学，山口大学，中国の寧夏大学，東北師範大学，山東大学，首都師範大学が参加【平成 25 年 9 月】 

☆ 文部科学省の平成 25 年度「大学の世界展開力強化事業」に，本学の申請した「アジアの共同経済発展と 
信頼関係の確立による平和構築に貢献する中核人財教育プログラム」が採択【平成 25 年 11 月】 

☆ 広島市と本学は，本学本部跡地を開発する「ひろしま『知の拠点』再生プロジェクト」の事業予定者を選 
定。「ナレッジシェアファーム」や「ナレッジシェアプラザ」を計画【平成 25 年 11 月】 

☆ 本学の 9 カ所目の海外拠点となる広島大学台湾センターを，国立中央大学内に開設【平成 25 年 12 月】 
☆ 本学の保有する知的財産及び研究成果などの事業化に向けて連携協力するため，野村證券株式会社と「大 

学が保有する知的財産等の事業化に向けた相互連携に関する覚書」を締結【平成 25 年 12 月】 
 ☆ 同窓生を通じた人的ネットワークの強化を目的に，ミャンマー及びマレーシアに海外校友会を設立。合 

計 8 ヵ国・地域に 14 支部の設置【平成 26 年 3 月】 
☆ 新たな大学間国際交流協定等の締結 

・ 開南大学（台湾）【平成 25 年 7 月】 
・ ダルマプルサダ大学（インドネシア）【平成 25 年 9 月】 
・ 国際関係学院（中国）【平成 25 年 9 月】 
・ フリンダース大学（オーストラリア）【平成 26 年 3 月】 
・ 環境保全林業省林業局（ミャンマー）【平成 26 年 3 月】 
・ インド工科大学デリー校（インド）【平成 26 年 3 月】 

 
○ 東日本大震災に関する対応 
☆ 地域医療，産業振興，教育，環境，福祉などの幅広い分野での協力を目的に，南相馬市と包括的連携協力 

に関する協定を締結【平成 25 年 8 月】 
☆ 学生ボランティア団体「OPERATION つながり」が，東日本大震災被災地域で 7 度目（7 次隊：19 名） 

及び 8 度目（8 次隊：20 名）の復興支援活動を実施【平成 25 年 9 月，平成 26 年 3 月】 
☆ 法学部民法ゼミの学部生及び大学院生 14 名が，東日本大震災被災地域で 3 度目の復興支援活動を実施 
 【平成 25 年 9 月】 

 
◎ 病院に関する取組 
☆ 「グリーンホスピタル」をコンセプトとした病院新診療棟が開院。中四国地方の国立大学では初となる「ス 

ポーツ医科学センター」も設置【平成 25 年 9 月】 
☆ 広島大学病院が，全国に先駆けて災害用衛星通信車を導入【平成 25 年 10 月】 
☆ 広島大学病院感染症科が中国地方の大学病院で初となる「渡航外来」を開設【平成 25 年 11 月】 
☆ 広島大学病院中央診療部部門に「てんかんセンター」を設置【平成 26 年 1 月】 
☆ 広島大学病院泌尿器科に，県内の中核病院では初となる「前立腺がん外来」を開設【平成 26 年 3 月】 

 
◎ 管理運営に関する取組 
  ☆ 学内外の幅広い意見を聴取し，本学基金の募集を推進するための組織として「広島大学基金運営委員会」 

を設置【平成 25 年 7 月】 
☆ 業務の効率化と職場の活性化を図るため，業務改善提案制度を導入【平成 25 年 10 月】 
☆ 本学の機能強化に向け，校友会・基金担当及び争訟担当の学長特命補佐を各１名に配置。さらに国際交流

担当，図書館担当，霞地区運営支援担当及び東広島地区運営支援担当の各副理事を配置【平成 26 年 4 月】 
☆ 本学の教員として身に付けておくべき基礎的な能力を形成するため，「新任教員研修プログラム」オリエ 

ンテーションを実施。平成 25 年 10 月以降の新任教員に同プログラムの受講を必須化【平成 26 年 4 月】 
 


